
高 齢 者 や 障 害 者 、 傷 病 者 な ど で 外 出 が 困 難 に な り 、 在 宅 生 活 で 一
時 的 に 車 い す を 必 要 と す る か た に 、 車 い す を 貸 出 し ま す 。
※ 介 護 保 険 な ど の 公 的 サ ー ビ ス に よ り 車 い す の レ ン タ ル が で き る か た は 　
　 利 用 で き ま せ ん 。
※ 予 約 制 で は ご ざ い ま せ ん 。

料 　 　 金 ： １ 週 間 以 内 無 料 　 以 降 １ 週 間 毎 １ ０ ０ 円
貸 出 期 間 ： 最 長 ３ カ 月
利 用 方 法 ： 下 記 の 貸 出 し 場 所 ま で お 越 し い た だ き 、
　 　 　 　 　 申 請 書 を ご 記 入 く だ さ い 。
　 　 　 　 　 （ 在 庫 に 限 り が ご ざ い ま す の で 、 事 前 に 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 ご 確 認 く だ さ い 。 ）
貸 出 場 所 ： ① 青 木 会 館 　 月 ～ 金 曜 日 （ 祝 日 ・ 年 末 年 始 は 除 く ）
　 　 　 　 　 　 所 在 地 ： 川 口 市 青 木 ３ - ３ - １ 　 ２ 階 　 福 祉 支 援 課
　 　 　 　 　 ② や す ら ぎ 会 館 　 月 ～ 金 曜 日 （ 祝 日 ・ 年 末 年 始 は 除 く ）
　 　 　 　 　 　  所 在 地 ： 川 口 市 南 鳩 ヶ 谷 ６ - ８ - １ ６
　 　 　 　 　  ※ 開 所 時 間 は ど ち ら も ８ 時 ３ ０ 分 ～ １ ７ 時 １ ５ 分

車 い す 引 き 取 り サ ー ビ ス
　 　 車 い す の 返 却 時 に 限 り 、 有 料 で 職 員 が ご 自 宅 に 訪 問 し 、
　 　 車 い す を 引 き 取 り ま す 。 ※ 貸 出 し 時 の 運 搬 は 行 い ま せ ん 。
　 　 料 金 ： １ 回 　 １ ， ０ ０ ０ 円

貸出事業
社会福祉法人 川口市社会福祉協議会

福祉支援課

所在地：川口市青木３-３ -１

問合せ：０４８-２５２-１２９４

車いす貸出

サービス

車いす

ステーション

　 　 短 期 間 で 車 い す の 貸 出 し が 必 要 な か た に 対 し 、 よ り 身 近 な 地 域 で
　 　 利 用 で き る よ う 、 車 い す ス テ ー シ ョ ン に て 車 い す を 貸 出 し ま す 。
　 　 ※ 保 管 台 数 に は 限 り が あ り 、 お 断 り す る 場 合 も ご ざ い ま す 。

料 　 　 金 ： 無 料
貸 出 期 間 ： １ 週 間 以 内
　 　 　 　 　 ※ １ 週 間 以 上 車 い す が 必 要 な か た は 、 青 木 会 館 ま た は
　 　 　 　 　 　 や す ら ぎ 会 館 に て 貸 出 し を し ま す 。
利 用 方 法 ： 必 ず 事 前 に 車 い す ス テ ー シ ョ ン へ ご 連 絡 く だ さ い 。
　 　 　 　 　 貸 出 し 可 能 な 場 合 、 貸 出 し 場 所 に て 申 請 書 を ご 記 入 く だ さ い 。
貸 出 場 所 ： 川 口 市 内 ２ １ カ 所 （ 令 和 ８ 年 １ 月 現 在 ）
　 　 　 　 　 ※ 詳 細 は 、 左 の 二 次 元 コ ー ド を 読 み 取 り 、
　 　 　 　 　 　 車 い す ス テ ー シ ョ ン （ 裏 面 ） を ご 覧 く だ さ い 。 　 　 　

【 自 走 式 車 い す 】
車 い す に 乗 る 本 人 も

漕 ぐ こ と が で き る タ イ プ
後 ろ か ら 押 す こ と も 可 能

【 介 助 式 車 い す 】
車 い す に 乗 る 本 人 は

漕 げ な い タ イ プ
後 ろ か ら 押 し て も ら う の み

【 子 ど も 用 車 い す 】
お お よ そ 小 学 校 低 学 年

ま で の お 子 さ ん 向 け

こ の の ぼ り 旗 が
目 印 で す ！



社協会員

ご加入のお願い

福祉車両貸出

サービス

常時車いすを使用しているかたなどに、車いすのまま

乗り降りできるスロープ式の福祉車両を貸出します。

※運転者や介護者は利用者で確保してください。

車　種　：①フリード　　②AZワゴン (軽 )　　③N - BO X (軽 )

　　　　　※電動車いすやリクライニング式の車いすなどの

　　　　　　使用はできません。

対象者　：高齢者や障害者で常時車いすを使用し、

　　　　　移動に車両を必要とするかた

登録料　：１，５００円（年度初回のみ）

　　　　　※４月１日から翌年３月３１日までを基準とし、

　　　　　　年度ごとに登録が必要となります。

　　　　　※運転免許証を確認し、利用登録料をお支払いい　　　　

　　　　　　ただきます。

使用料　：無料

　　　　　※ガソリン、駐車場、有料道路などの費用は、

　　　　　　利用者の自己負担となります。

利用方法：空き状況を電話にてご確認の上、予約してください。

　　　　　※最長３日間まで（月４回まで利用可能）

貸出場所：青木会館　月～金曜日（祝日・年末年始は除く）

　　　　　所在地：川口市青木３-３ -１　２階福祉支援課

社協とは？

　社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法に基づき設置される、

地域福祉活動を進める民間の非営利団体です。　

　市民の皆さまとともに福祉のまちづくりをしていくため、

会員制度を実施しています。

会員になっていただくと…

　会員制度は、「会費というかたちで福祉活動に参加・協力して

いただく助けあいの制度」です。

皆さまからいただいた会費の５０％は市社協の活動費となり、

貸出事業をはじめ、地域の助けあい活動を支えています。

　会員になっていただけるかたが多ければ多いほど、地元の福祉

活動が元気になりさまざまな支援を続けていくことができます。

　ぜひ会員にご加入いただき、社協を応援してください！！

※いただいた会費のもう半分の50％は会員の地元の地区社協に

配分し、地域独自の福祉活動費として活用されます。

福祉車両（外観）

スロープを出すと

こんな感じです。

福祉車両（内観）

車いすは固定できるので、

利用者のかたも

安心して乗車できます。

社協ﾎ ｰ ﾑ ﾍﾟ ｰ ｼﾞ

川口市社協マスコット

「社助」 R 8 . 2作成


